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会計課作成
12月7日 （木）参・法務委 東 徹議員 （維新）

3問検察官の俸給にかかる予算について, 10年前にな
る平成20年度と平成29年度のそれぞれの予算額を法
務当局に問う。

〔結論〕

平成20年度は186億5千万円，平成29年度は1
（

83億9千4百万円である。

(参考）考）検察官の俸給にかかる予算額（過去10年盾

平成20年度 186億5千万円

平成21年度 184億2千2百万円

平成22年度183億4千1百万円

平成23年度 184億5千1百万円

平成24年度188億6千7百万円

平成25年度176億7千3百万円

平成26年度178億6千9百万円

平成27年度179億2千5百万円

平成28年度 177億2千5百万円

平成29年度183億9千4百万円（※）

（※）対平成20年度比2億5千5百万円減

0年間の推移）

（
、
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更問1 平成20年度と平成29年度の検察官の定員を法

務当局に問う。

〔結論〕

平成20年度は2, 578人，平成29年度は2, 7

64人である。

(参考）検察官の定員の内訳

平成20年度検事1， 679人，副検事899人

平成29年度検事1， 865人，副検事899人（検事186人の増）

（

更問2平成20年度と比較すると，平成29年度は検察

官の定員は増加しているにもかかわらず，予算額が減少

している理由を法務当局に問う。

（

〔結論〕

検察官の俸給にかかる予算は，検察官の定員のほか，

俸給表の改定や，予算の執行実績等を総合的に考慮した

上で措置されているものと承知しており，お尋ねの理由

を一概に申し上げることは困難である｡
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(寅咽ﾖ｡副大臣･政務官）
12月フ曰（木）参・法務委

司法法制部作成
徹議員（維新）東

〔支給合計額と号俸月額の比較〕

1 （委員ご指摘のとおり, ）平成29年度における

裁判官の報酬と検察官の俸給にかかる予算額の合計

は, (先ほど最高裁判所からご説明があったとおり,）

裁判官の報酬に係る予算額が,裁判官の増員により，

増加していることから，平成20年度との比較にお

いて，増加している。

2 もつとも，今回の改正を加味しても， 「裁判官の

報酬等に関する法律」及び「検察官の俸給等に関す

る法律」で定める各号俸の月額自体は，一部の下位

号俸を除き，平成20年度との比較において,減額

されているところである (注1）。

今回の改定後
1,175,000円（-36,000）
421,100円(-9,500)
245,200円（±o)

１
１

(注1） 平成20年度
判事1号 1,211,000円
判事補1号 430,600円
判事補10号 245,200円

〔今回の給与改定の内容〕

そして，今回の改正は，人事院勧告に基づく一般

の政府職員（注2）の俸給表の改定に準じて行おう

' J

4問司法制度に対する
の報酬及び検察官の
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とするものであるところ， このような改定の在り方

は，

○一方で，裁判官及び検察官の職務と責任の特殊

性を反映させつつ，

○他方で，人事院勧告の重要性を尊重し，国家公

務員全体の給与体系の中でのバランスの維持にも

配慮する

という理由に基づくものであって，合理的と考えて

いる。

(注2） 「一般の政府職員」 とは，特別職給与法及び一般職
給与法が適用される政府の職員を意味する。

〔結論〕

（委員ご指摘のように）裁判官の報酬及び検察官

の俸給は，その支給となる財源が国民の負担の上に

成り立つものであることは十分に認識しているが，

今回の改正は， （先ほど申し上げたとおり， ）給与

水準の改定の方法及び改定の内容において合理的な（

ものと考えてい到

【責任者:司法法制部司法法制課吉川課長内線■携笥 I
2



【

e

■■■ Q■■ I■■ー■ﾛ■ー一■■■ ■■■ー一■■■ q■■ーq■■ーq■■ q■■ーーq■■ー■■■－●■■ーー■■■ 。■■ ■■■ ■■■ Q■■ー－－－p■■ーー■■■ q■■ ﾄー l■■ －
1

軍問裁判の ’官報酬月額及 ‘び検察官の俸給月額の改
0

0

I －

岸I一当たり， 字 I弁護十の所 I得準拠するのではな0

1 ．

〈，一般の ． ‘政府職員の － 1俸給表｜準じて行うのは0

1

なげか0
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〔結論〕

1 裁判官及び検察官は，国家公務員という立場で職
務に従事し，定額の給与の支給を受けるのに対し，

弁護士は，一般的には自ら顧客と契約を締結し，そ

の契約に基づいて，経費を負担しつつ，報酬を得る

という事業主的な営業形態を採って，その職務を行
っている。

2 このように，裁判官及び検察官と弁護士とでは，

や

その所得を得る態様や職務内容が大きく異なってお

り，裁判官及び検察官の給与と弁護士の所得とを単

繩二比較して給与水準を論ずることは困難である。

S また，裁判官及び検察官も国家公務員であり,そ

の給与については，国家公務員全体の給与体系の中

でバランスのとれたものにする必要がある。

4 したがって，裁判官の報酬月額及び検察官の俸給

月額の改定に当たり，弁護士の所得に準拠して改定

するという方法は，一般の政府職員の俸給表に準じ

て改定するという方法に比べ，合理性を有するもの

とは考えていないg」
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東徹議員4問参考資料

裁判官。検察官の報酬。俸給月額の推移
－－－－岳一一ｮ

」H29年度改正(案）
H19年度改正
(H20年度）

官職。号俸

I
差額マー一L＝ － 口＝一一一

裁判官 検察官 H19.4.1適用 H29.4. 1適用
■ ゴーワ■ー1 L■ z ■ 一

圃崗D■ ■曲●■1 q 一一－ー■■

最高裁判所長官 2,071,000 2,010,000 -61,000
I

最高裁判所判事 検事総長 1,512,000 -46,0001,466,000

東京高等裁判所長官 -42,0001,448,000 1,406,000

その他の高等裁判
所長官

東京高等検察庁検
事長 1,341,000 1,302,000 -39,000

次長検事
その他の検事長 1,235,000 1,199,000 -36,0001

検1 1判 1 1,211,000 -36,0001,175,000

判2 検2 1,066,000 -31,0001,035,000

-29,000判3 簡特 検3 994,000 965,000

判4 簡 1 検4 843,000 -25,000818,000

判5 簡2 検5 728,000 -22,000706,000

-20,000判6 簡3 検6 副特 654,000 634,000

判7 簡4 検7 副 1 592,000 574,000 -18,000

-17,000判8 検8 副2 533,000 516,000
■
。

簡5 副3 448,600 -10,100438,500

補1 簡6 検9 副4 430,600 －9，500421,100

補2 簡7 検10 副5 395,900

370,500

-8,500387,400

補3 簡8 検11 副6 －6典000364,500

補4 簡9 検12 副7 －5，400346,600 341,200

補5 簡10 検13 副8 323,100 －3，900319,200

補6 簡11 検14 副9 －3，000307,100 304,100

補7 簡12 検15 副10 288,700 =1,900286,800

補8 簡13 検16 副11 278,000 276,500 -1,500

補9 簡14 検17 副12 254,200 -100254,100

補10 簡15 検18 副13 0245,200 245,200

補11 簡16 検19 副14 234,400 4,100238,500

補12 簡17 検20 副15 227,000 232,400 5,400
ロ ﾛ

副16 215,000 6,000221,000

｜副'7 1
－b一寺－，－－－－

副17 206,600 6,600213,200
‐一二＝＝ ロ ューーーョ 4一一 コ ＝一■一 一． .一二b一一一一 一■上 ■ P■ L ■■ ﾛ 汀 一」

（注1）裁判官及び検察官の項中， 「判」 ， 「補j , 「簡」 ， 「検」及び「副」は，それぞれ判事，判事補，筋易裁判所判事，検事及
び副検事を示し， 「特」は，裁判官の報酬等に関する法律第15条の報酬又は検察官の俸給等に関する法律第9条の俸給を，アラビア
数字は，前記両法律別表の号を示す。

（注2）増減率は， （差額／改正前月額）×100による。



人事課作成

12月7日 （木）参・法務委 東徹議員（維新）

5問例えば大卒で35歳くらいの場合，検察官と一般の国家

公務員のそれぞれの俸給等はどれくらいの金額であるのか，

法務当局に問う。

(答）

1 一般の国家公務員については，採用区分，適用される俸給

表，実際の昇給の状況等が様々であるが，例えば，人事院が

作成した「国家公務員モデル給与例」によると， 35歳・本

府省課長補佐級の職員の場合，今回の改正法に基づき，

○年間給与額は約720万円（注1）

となるとされている。

ノ

2検察官については，人事評価の結果，経験年数，責任の度

合い等を総合考慮して昇給させており，やはり一概に申し上

げるのは困難であるが，同程度の年齢の検察官の場合，今回

の改正法に基づくと

○年間給与額は約920万円（検事9号） （注2）

となると思われる。

(注1）正確には， 7， 231， 000円であり，地域手当及び本

府省業務調整手当を加えた俸給等の月額は， 437， 120円

とされる（※扶養手当及び超過勤務手当は含まない。 ） 。

(注2）正確には， 9， 195， 132円であり，東京23区内で

勤務する場合の地域手当を加えた俸給等の月額は， 505， 3

20円となる。なお，合本資料3では，検事9号の俸給等の年

額について9， 501， 852円と記載されているが，前記の

年額は， これから，扶養手当とその地域手当・期末手当への各

反映分を差し引いたものである。



／

(参考資料）平成29年8月人事院作成「給与勧告の仕組みと本年

の勧告のポイント」中の「1－⑦国家公務員モデル給与例（扶

養親族がいない場合） 」

【更問1】

（更に,答弁した検察官の俸給等について，号俸やその根拠を

問われた場合）

（答）

検察官については，人事評価の結果，経験年数，責任の度合

い等を総合考慮して昇給させており，一概に申し上げるのは困

難であるが，

○法科大学院（既習）を卒業して司法試験に1回で合格した

場合の検事任官年齢は26歳となること

○任官後おおむね10年以上を経過した検察官は，裁判官が

判事補から判事になるのと同様に，検事8号になり得ること

から，任官後9年程度を経過した者に対応する検事9号をもと

に算出したものである。

（参考）平成10年10月8日参議院法務委員会における答弁
○大森礼子議員（公明） …まず，お尋ねするのですが，検事の
8号です。ここから指定職となるわけですが， 8号は任官後何年
くらいでそこに届くのでしょうか｡

○政府委員（但木敬一官房長） おおむね10年以上でございま
す。

【更問2】

（更に，手当等を全て考慮すると，検察官と一般の国家公務員

の給与はどちらが高いのか，また,その差額はどれくらいにな

るのかと重ねて問われた場合）

（答）



一般の国家公務員の場合，検察官とは異なり，超過勤務を

した場合に超過勤務手当が支給され，その金額分が加算され

ることとなる上，その具体的な金額も実際の超過勤務状況に

よることとなるため，一概にお答えすることは困難であるが，

単純に俸給月額のみを比較すれば，検察官の方が高い。
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正二羽’ 1－⑦国家公務員モデル給与例(扶養親族がいない場合）
”

－ ｡

4

勧告前

月額 ｜年間給与｜ 月額

４
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ワ
ー
帆
ｌ
ｌ
ｌ
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Ｐ
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後生園勧
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甲
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般く一
18歳

(一般職賦験(商卒)初任給）
2,373,000

鶚
’

1

凸
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Ｌ
ｑ
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ｈ
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１
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・
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22歳
(一般聴賦験(大卒)初任給）

Ｆ

・

Ｕ

ｂ
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１

Ｆ
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■
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ｐ
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０
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178,200 2,894,000 179,200 2，928，000

係 員

189,400 3,095,000

－も

■

日
ト
ー
Ｔ
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』
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Ｏ
Ｐ
Ｌ
ｒ
ｌ
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ｆ
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８
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１
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叩

叩

”
一
一
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０
－
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７
〕
７

，
｜
ａ

９
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30歳 222,900 3,620,000 223，900
■
Ｉ
ｒ
ｑ
４
１
ｄ
・
１
１
０
■
Ｉ
Ｂ
Ｉ
ｌ

3，659，000

35歳

一
”
一
”

００269,700 4,437,000 270,600 4,480,000
係 長ｌ

ト

日

’ 40歳 297,900 4,901,000 298，500 4，942，000

地方機関課長

一
端

歳０５ 411，400 6,640jOOO 411,800 6,686,000

1

1
1．

本府省課長補佐
■

436,160 7,169,000 437，120 7,231,000

本府省課長 50歳 745,200 12,459,0001！ 745，680 12,550,000

－

75,000
-

99,000

本府省局長 1,074,000 17，653．000 1,074,000
一

17,728,000

’1"呵1,410,000事務次官 1,410,000 23，175，000
－

23,274,000

■

－

(注）モデル給与例の月額及び年間給与は、俸給(行政職(－)及び指定職)、地域手当、俸給の特別調整額及び本府省業務調整手当を基礎に算出
○地方機関課長：俸給の特別調整額(46,300円）

○本府省課長補佐：地域手当(20%)及び本府省業務鯛整手当(39,200円）
○本府省課長：地域手当(20％)及び俸給の特別調整額(130,300円）
○本府省局長｡事務次官：地域手当(20％）

※扶整親族がいる珊合にば、扶蕊手当(配偶者10,000円、子1人につき8,000円)(平成29年度)を支給
7
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(対大臣･冒閃ﾖ･政務官）
12月フ曰（木）参・法務委

司法法制部作成

東徹議員（維新）

6問裁判官の報酬及び検察官の俸給が，一般の政
府職員と異なる給与水準となっている理由につ
いて法副大臣に問う。

〔裁判官について〕

1 裁判官の報酬については， 「裁判官の報酬等に関

する法律｣に基づいて支給され,一般の政府職員(注

1）と異なる給与体系が定められている。

(注1） 「一般の政府職員」 とは， 「特別職の職員の給与に
関する法律」及び「一般職の職員の給与に関する法律」が
適用される政府の職員を意味する。

2 これは，裁判官の報酬について，その職務と責任

の特殊性を踏まえたものであり，超過勤務手当の支

給がないこと（注2)，その重責にふさわしい適材

確保の必要性を満たすべきものであることをも考慮

し，その水準において一般の行政官に対比し，ある

程度の較差を保つこととしたものである。

(注2）裁判官については，事件の適正・迅速な処理のた
めに，夜間など一般職の職員の勤務時間外においてもこれ
に対処するということが要求される場合も少なくなく，一
般職の職員と同様の勤務時間を観念することが困難である
ことから，超過勤務手当等は支給されないこととされてい
る。

' ｣
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〔検察官について〕

1 検察官は，国家公務員法上は一般職の国家公務員
とされているが，その俸給については， 「一般職の
職員の給与に関する法律」とは別個に， 「検察官の
俸給等に関する法律」が制定されており，その俸給
月額は裁判官に準じて定められている。

2 これは，検察官が，①司法権の発動を促し，その
適正円滑な運営を図る上で極めて重大な職責を有す
る準司法官的性格を有するものであること，また 9

②原則として裁判官と同一の試験及び養成方法を経
て任用されるなど裁判官に準ずる性格を有している

三とから，検察官の俸給月額については，他の一般

職の国家公務員とは別個に，裁判官の報酬月額に準

じて定めることとされたものである（注s)J
(注3） 「検察官の俸給等に関する法律」が制定された際の
昭和23年の「検察官の俸給等に関する法律案」の提案理
由に， 「検察官についても，…給与の体系を確立し， もっ
て一般公務員の給与水準に即應せしめるとともに，検察官
の職責に鑑み，その準司法官的性格を重視し，他の一般行
政官とは異なり，裁判官に対する待遇に準じた給与を与う
ることといたしたく， とこに本法案を提出した次第であり
ます｡」 とある。

（参照条文）

○検察庁法（昭和二十二年法律第六十一号）
第四条検察官は，刑事について，公訴を行い，裁判所に

2



法の正当な適用を請求し，且つ，裁判の執行を監督し，
又，裁判所の権限に属するその他の事項についても職務
上必要と認めるときは，裁判所に，通知を求め，又は意
見を述べ，又，公益の代表者として他の法令がその権限
に属させた事務を行う。

■【責任者 司法法制部司法法制課 吉川課長 内線｜ ｜携

3



(対大臣･圓閃ﾖ･政務官）
12月フ曰（木）参・法務委

司法法制部作成
東徹議員（維新）

〔裁判官について〕

1 裁判官は， 司法権を担い，具体的事件に対する法

の適用を通じて国民の権利・利益を保護することを

職務とする者である。

そして，裁判官は，憲法上， 自らの良心に従い，

独立して職権を行い，憲法と法律にのみ拘束される

と規定されており， これは，裁判官の職務内容に鑑

み，裁判の公正とそれに対する国民の信頼を確保す

るためのものである。

2 このように，裁判官については，外部からの圧力

や干渉を受けずに公正無私の立場で，司法権の行使

という重大な職責を果たすことが求められるという
I

点において，その職務と責任が特殊である。

S憲法は，裁判官の報酬について，裁判官は， 「す

べて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は，在

任中， これを減額することができない」と規定して

いるところ， この規定も， このような特殊な職責を

担う裁判官の身分を保障した規定と承知している。

’し

フ問給与水
官の「職
のような

1

鬘に影響があるとする
帯と責任の特殊性」と
7容か，法務副大臣に

菱判官及び検察
土，
男う
具体的にど
。
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「

〔検察官について〕

1 次に，検察官については，行政官であるものの，

裁判官に法の正当な適用を請求し， 司法権の発動を

促すなど,司法の適正･円滑な運営を図る上で極め

て重大な職責を有する者であって， 司法権の適正な

実現のため，その職権行使の独立が求められる。

2このような準司法官的な性格を有する点におい

て， （先ほど申し上げた）裁判官と同様，その職務

と責任が特殊であり，検察庁法上も，その意に反し

て俸給を減額されることはない旨の身分保障が設け

られているとこ壱二」

（参照条文）

○日本国憲法（昭和二十一年憲法）
第七十六条

1 ．2 （略）

3すべて裁判官は，その良心に従ひ独立してその職権を
行ひ， この憲法及び法律にのみ拘束される。
第七十九条
1～5 （略）

6最高裁判所の裁判官は，すべて定期に相当額の報酬を
受ける。この報酬は，在任中， これを減額することがで
きない。

第八十条
1 (略）

2下級裁判所の裁判官は，すべて定期に相当額の報酬を
受ける。この報酬は，在任中， これを減額することがで
きない。

2
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○検察庁法（昭和二十二年法律第六十一号）
第四条検察官は，刑事について，公訴を行い，裁判所に
法の正当な適用を請求し，且つ，裁判の執行を監督し，
又，裁判所の権限に属するその他の事項についても職務
上必要と認めるときは，裁判所に，通知を求め，又は意
見を述べ，又，公益の代表者として他の法令がその権限
に属させた事務を行う。

第二十五条検察官は，前三条の場合を除いては，その意
思に反して，その官を失い，職務を停止され，又は俸給
を減額されることはない。但し，懲戒処分による場合は，ｆ

１

この限りでない。

1

線■
■
』
日
自討一【責任者 司法法制部司法法制課 吉川課長 携内
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(対大臣｡巨閃ヨ｡政務官）
12月フ曰（木）参・法務委

司法法制部作成

東徹議員（維新）

s問 「職務と責任の特殊性」を根拠に，既に一般
の国家公務員より高い裁判官の報酬や検察官の
俸給を，人事院勧告により民間企業の給与に準
拠して改定する理由について，法務副大臣に問
う。

〔人事院勧告の趣旨〕

人事院勧告の趣旨は，一般職の国家公務員の労働

基本権制約の代償措置として，その給与水準を民間

の給与水準に準拠して定めるところにあり，合理性

があるものと認識している。

〔結論〕

そして，一般の政府職員の俸給表に準じて裁判官

の報酬月額及び検察官の俸給月額を改定する方法

は，一方で， （先ほど申し上げた）裁判官及び検察

官の職務と責任の特殊性を反映させつつ，他方で，

人事院勧告の重要性を尊重し，国家公務員全体の給

与体系の中でのバランスの維持にも配盧するという

理由に基づくものであって，給与水準の改定の方法

として合理的であると考えている型

【責任者:司法法制部司法法制課吉川課長内咽携帯l i
1
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(対雨｡副大臣･政務官）
12月フ曰（木）参・法務委

司法法制部作成
東徹議員（維新）

１

g問裁判官の報酬及び検察官の俸給について一
方で，一般の政府職員より高い水準にあり，他
方で，一般の政府職員と同じく人事院勧告に従
って金額を引き上けることは， 「いいとこ取り」
てはないか，法務大臣に問う。

〔前提〕

一般の政府職員（注1）の俸給表に準じて裁判官

の報酬及び検察官の俸給を改定する方法は， （先ほ

ども申し上げたとおり）一方で，裁判官及び検察官

Ｉ

の職務と責任の特殊性を反映させつつ，他方で，人
事院勧告の重要性を尊重し，国家公務員全体の給与

体系の中でのバランスの維持にも配慮するという理

由に基づくものであり，合理的と考えている。

(注1） 「一般の政府職員」 とは，特別職給与法及び一般職
給与法が適用される政府の職員を意味する。

I

〔結論〕

裁判官の報酬及び検察官の俸給については,一この

ような考えに基づき，従前より， これを引き上げる

場合のみなら ず， 引 き下{ずる口場△も同 －，様に一般の

政府職員の給与改定に準じて改定額を定めてきたも

ご指のであって，委員の〈｢いいとこ取り」との）

摘は当たらないものと考えている(注2)」』

1
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(注2）これまでに，平成15年，平成17年，平成21
年，平成22年，平成23年及び平成26年において，一
般職の国家公務員の俸給月額の引下げに伴い，裁判官の報
酬月額及び検察官の俸給月額が引き下げられている。

(参考）一般の政府職員の俸給表に準じた改定以外の方法
として，例えば，弁護士の収入。所得に準じた改定をすべ
きとの見解もあり得るが，裁判官及び検察官は，国家公務
員という立場で職務に従事し，定額の給与の支給を受ける
のに対し,弁護士は,一般的には自ら顧客と契約を締結し，
その契約に基づいて，経費を負担しつつ，報酬を得るとい
う事業主的な営業形態を採って，その職務を行っており，
裁判官及び検察官と弁護士とでは，その所得を得る態様や

Ｉ
凸
Ⅱ
甲

職務内容が大きく異なっており，裁判官及び検察官の給与
と弁護士の所得とを単純に比較して給与水準を論ずること
は困難である。また，裁判官及び検察官も国家公務員であ
り，その給与については,国家公務員全体の給与体系の中
でバランスのとれたものにする必要がある。 したがって，

裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額の改定に当たり，
弁護士の所得に準拠して改定するという方法は，一般の政
府職員の俸給表に準じて改定するという方法に比べ，合理
性を有するものとは考えていない。

｡

ウ

内綜■携帯■■■■■【責任者：司法法制部司法法制課吉川課長

2



人事課作成

12月7日 （木）参・法務委 山口和之議員（無所属）

1問検察官を定年前に辞める者の割合はどの程度で， どの

ような退職理由か，法務当局に問う。

(答）

1平成26年度から平成28年度までの過去3年度分につい

てお答えすると，検察官であって定年退職以外の事由により

退職した者の割合は，

O平成26年度約63パーセント

○平成27年度約67パーセント

○平成28年度約65パーセント

である。

2定年前に退職した者の具体的な退職理由は，承知していな

い。

(参考）

過去3年間の検察官からの退職者の内訳は，次のとおり。
｜

’

（参考条文）

○検察庁法

第二十二条検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、その他

の検察官は年齢が室土圭に達した時に退官する。

自己都合

(死亡を含む）

応募認定，

事務都合等

定年 合計

平成26年度 14名

(19％）

38名

(44％）

32名

(37％）

86名

平成27年度 9名

(12％）

43名

(55％）

26名

(33％）

78名

平成28年度 28名

(33％）

27名

(32％）

29名

(35％）

84名



【更問】

（更に，若手の検察官の中には長時間労働の割りに給与が少な

いため辞める者もいるのではないかと考えられるから，働き方

改革が求められている中，退職者の具体的な退職事由の把握に

努めるべきではないか， と問われた場合）

（答）

（検察当局においては，検察官の心身の健康を維持する観点

から,決裁官が各検察官ゐ勤務状況を把握し,必要に応じて
業務量を調整するなどして，過度な長時間勤務とならないよ

う配慮がなされているものと承知。 ）

‘お尋ねの退職理由については，退職者のプライバシーにも

わたり得るため，当局が網ら的に把握しようとすることが相

当かという問題があると思われるが,いずれにせよ，検察官

が心身の健康を維持しつつ活躍できるようにするための環境 可

整備に配意していく必要があると考えている。

■｡


